
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
駒
市

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
意
見
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

生
駒
駅
前
北
口
第
二
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
Ａ
街
区
施
設
棟

所
在
地

生
駒
市
北
新
町
七
〇
八
番
地
一
ほ
か

二

生
駒
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

こ
の
事
業
の
施
工
に
係
る
工
事
期
間
、
施
工
方
法
、
工
程
等
に
つ
い
て
地
元
自
治
会
及
び
近
隣

住
民
に
周
知
を
図
る
と
と
も
に
各
関
係
法
令
等
を
遵
守
す
る
こ
と
。

２

こ
の
事
業
に
着
手
す
る
と
き
は
、
事
前
に
関
係
住
民
と
十
分
に
協
議
し
、
工
事
等
に
起
因
す
る

諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
に
お
い
て
誠
意
を
も
っ
て
解
決
す
る
こ
と
。

３

事
前
協
議
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
届
け
出
る
こ
と
。

４

交
通
、
駐
車
場
等
に
関
す
る
事
項

各
駐
車
場
の
出
入
口
が
歩
道
を
跨
ぐ
こ
と
に
な
る
た
め
、
歩
行
者
の
安
全
に
十
分
留
意
す
る

( )一
と
と
も
に
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
考
慮
し
て
歩
行
者
導
線
を
計
画
す
る
こ
と
。
特
に
、
松
ヶ
丘
通

り
は
歩
行
者
数
が
多
い
た
め
、
十
分
に
留
意
す
る
こ
と
。

交
差
点
解
析
に
つ
い
て
は
、
横
断
歩
行
者
に
よ
る
補
正
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

( )二

今
後
の
周
辺
地
域
の
開
発
等
に
よ
る
交
通
環
境
の
変
化
及
び
当
該
施
設
利
用
者
の
変
化
の
調

( )三
査
及
び
把
握
に
努
め
、
そ
の
内
容
が
計
画
に
迅
速
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
対
応
す
る
こ
と
。

５

騒
音
、
生
活
環
境
等
に
関
す
る
事
項

計
画
店
舗
の
周
囲
に
お
け
る
騒
音
予
測
値
は
環
境
基
準
を
満
た
す
も
の
の
、
店
舗
開
店
後
に

( )一
お
け
る
深
夜
及
び
早
朝
の
荷
さ
ば
き
施
設
で
の
作
業
音
並
び
に
営
業
宣
伝
活
動
に
伴
う
Ｂ
Ｇ
Ｍ
、

ア
ナ
ウ
ン
ス
等
に
よ
り
、
周
辺
の
環
境
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。

周
辺
住
民
か
ら
騒
音
、
振
動
、
悪
臭
等
の
苦
情
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
調

( )二
査
及
び
検
討
の
上
、
必
要
に
応
じ
て
対
策
を
行
う
等
、
配
慮
す
る
こ
と
。

夜
間
の
防
犯
対
策
を
図
る
た
め
、
事
業
者
負
担
に
よ
り
開
発
区
域
内
の
防
犯
灯
の
設
置
及
び

( )三
管
理
を
行
う
こ
と
。
開
発
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
等
に
防
犯
灯
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

関
係
自
治
会
と
協
議
し
、
計
画
書
を
作
成
の
上
、
生
駒
市
環
境
政
策
課
へ
協
議
す
る
こ
と
。

生
駒
市
ま
ち
を
き
れ
い
に
す
る
条
例
を
遵
守
し
、
た
ば
こ
の
吸
い
殻
、
空
き
缶
等
の
ポ
イ
捨

( )四



て
防
止
に
つ
い
て
、
従
業
員
の
啓
発
及
び
教
育
並
び
に
消
費
者
の
啓
発
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、

事
業
所
周
辺
及
び
地
域
の
美
観
を
保
持
し
、
快
適
な
生
活
環
境
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
市
が

実
施
す
る
施
策
に
協
力
す
る
こ
と
。

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
六
条
及
び
生
駒
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

( )五
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
の
収
集
計
画
に
従
う
こ
と
。

事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
廃
棄
物
の
再
生
利
用
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
減
量
に
努

( )六
め
る
こ
と
。

事
業
者
か
ら
排
出
さ
れ
る
一
般
廃
棄
物
は
、
事
業
者
の
責
任
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
と
し
、

( )七
自
ら
市
清
掃
リ
レ
ー
セ
ン
タ
ー
に
搬
入
す
る
か
、
又
は
市
の
許
可
業
者
に
収
集
を
委
託
す
る
こ

と
。事

業
活
動
に
伴
い
生
じ
た
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
県
の
許
可
業
者
に
収
集
を
委
託
す
る

( )八
こ
と
。

今
後
、
大
規
模
地
震
等
の
災
害
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
以
下
の
内
容
に
つ
い
て

( )九
検
討
す
る
こ
と
。

地
震
発
生
に
伴
う
陳
列
棚
の
転
倒
及
び
商
品
の
散
乱
に
よ
り
、
店
舗
内
に
い
る
人
に
危
害

( )１
が
及
ば
な
い
よ
う
、
店
舗
内
の
商
品
配
置
に
つ
い
て
安
全
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

災
害
が
発
生
し
た
際
に
、
近
隣
住
民
が
一
時
的
に
避
難
で
き
る
場
所
と
し
て
、
駐
車
場
等

( )２
を
提
供
で
き
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
。

災
害
が
発
生
し
た
際
に
冷
静
な
対
処
が
で
き
る
よ
う
、
店
舗
職
員
を
対
象
と
し
た
防
災
訓

( )３
練
、
防
災
講
習
等
を
実
施
す
る
こ
と
。

大
規
模
災
害
の
発
生
に
よ
り
店
舗
職
員
が
帰
宅
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
数
日
間
過

( )４
ご
す
こ
と
が
で
き
る
装
備
及
び
物
品
の
備
蓄
を
行
う
こ
と
。

三

縦
覧
場
所

奈
良
県
産
業
・
雇
用
振
興
部
商
業
振
興
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
四
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
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